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「けや木の平団地」のお客さまへ 
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（小売登録番号：Ｃ００４９） 

 

 

平素は盛岡ガス燃料をご利用くださいまして誠にありがとうございます。 

当団地は２０２６年３月１日付で、ガス事業法令に基づくガス料金等に関する規制が解除されることになりました。    

これに伴い、２０２６年２月２８日時点で指定旧供給地点小売供給約款によりガスの供給をさせていただいているお客さま

につきましては、２０２６年３月１日以降、約款の内容を一部変更させていただきますが、基本的には、

とさせていただきます。 
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■変更後の供給条件（ガス小売供給約款）は、当社ホームページ、事業所の受付窓口でご確認ください。 

（書面をご希望の場合は送付いたしますので、当社へご連絡ください。） 

 

 
上記変更内容等にご承諾いただけない場合は、お手数ですが、２０２６年２月２８日までに当社へご連絡ください。 

（解約の手続きを取らせていただきます。） 

なお、ご承諾いただきましたお客さまには、２０２６年３月１日より変更したガス小売供給約款に基づきガスを供給  

させていただきます。 



・検針票に記載しているガス料金は、基本料金とガスの使用量に応じて計算する調整単位料金により計算いたします。  

また、調整単位料金は原料費の変動に応じて調整した額を加減した額になります。 

・ガス料金はすべて税込みです。支払義務発生日（検針日等）から２０日経過後にお支払いいただく場合には、遅収料金

（３％割増）となります。 

・ガス料金は、口座振替、クレジットカード払い、払込みその他の方法により、支払義務発生日（検針日）の翌日から起算   

して５０日目（支払期限）までにお支払いいただきます。支払期限を経過してもガス料金のお支払いがない場合、ガスの 

供給を停止させていただくことがあります。 

・供給条件の詳細は、当社ホームページ、事業所の受付窓口に掲示しております。 

（書面をご希望の場合は送付いたしますので、当社へご連絡ください。） 

 

・お客さま資産の供給施設の設置及び修繕費（修繕、改修、取替え等に要する費用）は、お客さまに負担していただきま

す。また、供給開始前にガス小売供給契約又はガス工事契約をお客さまの都合により変更又は解除される場合は、これに

要する工事費をお客さまに負担していただき、変更又は解約によって生じた損害を賠償していただきます。 

 

・お客さまの資産については、お客さまの責任において管理していただきますが、ガス事業法令の定めるところにより、検  

査及び緊急時の措置等の保安責任を当社が負います。また、お客さまの承諾を得て内管及びガス機器等について調査し、

その調査結果を速やかに通知しますが、調査できなかった場合等において、当社の責に帰すべき事由以外の事由によりお

客さまが損害を受けられたときは、当社は賠償の責を負いません。なお、調査の際はお客さまの立会が必要となります。 

 

・当社は、契約期間中であっても約款を変更することがあります。お客さまは、変更後の約款に異議がある場合、解約する 

ことができます。 

 

・２０１７年４月１日から改正ガス事業法の施行によりガス小売全面自由化になり、原則として都市ガスの供給区域等及 

び旧簡易ガスの供給地点の独占並びに料金規制が廃止されました。 

・一方、当団地は、ガス料金等に関する従前の規制が継続されていましたが、２０２６年３月１日をもって規制が解除さ 

れます。これまで当団地は経済産業省の認可を得て（もしくは届け出て）ガス料金を設定しておりましたが、今後はこ

のような行政手続きが不要になります。 

・お客さまがガスの使用場所を特定する番号として、検針請求書にあるお客様番号（１１桁）を「供給地点特定番号」と

して設定いたします。

 

今後とも盛岡ガス燃料株式会社をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

ご不明な点がございましたら下記までお問合せください。                             

盛岡ガス燃料株式会社 料金課（平日９時～１７時）０１９－６４７－１１５１ 


